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件 名：職員の懲戒処分について 

 

 下記のとおり懲戒処分を行ったので、公表します。 

 

 

記 

 

 

１．処分対象者及び処分内容 

処分対象者 処分内容 

建設課 課長 ５９歳 男性 停職 ２ケ月 

建設課 技師 ３２歳 男性 停職 １ケ月 

建設課 室長 ５７歳 男性 減給 １０分の１ １ケ月 

 

２．処分年月日 

  令和元年１０月３１日 

 

３．処分の事実 

 平成 30 年度事業として実施した「町道 道路防災工事」について、２業者から情報公開条例に基づく開示

請求がなされた際に、技師が設計書の誤りの発覚を恐れ、対象となる設計書を改ざんし開示した。 

課長はその不正を認知しながら、開示することを黙認した。 

室長は不正を認知していなかったが、その管理監督責任により処分した。 

 

４．処分の根拠 

  【懲戒処分の適用条項】 

  地方公務員法第２９条第１項 

 

５．その他 

  給与の減額 

   町長   １／１０ ２ケ月 

   副町長 １／１０ １ケ月 


